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フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
‘
、
ハ
ラ
ン
ガ
イ
の
形
成

フ
ィ
リ
ピ
ン
地
域
社
会
研
究
の

一
視
点
I

は
じ
め
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
最
小
行
政
単
位
で
あ
る
バ
ラ
ン
ガ
イ
は
‘
日
本
の

町
内
会
・
自
治
会
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
い
た
社
会
学
的
研
究
に
お

い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
住
民
組
織
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
あ
る
程
度
共
通
す

る
の
は
‘
様
々
な
局
面
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
活
動
を
事
例
と
し

て
取
り
上
げ
、
日
本
の
住
民
組
織
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
手
続
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法(2
)
 

に
よ
る
研
究
は
、
日
本
の
社
会
学
に
お
け
る
住
民
組
織
の
国
際
比
較

と
い
う
テ
ー
マ
に
具
体
的
事
例
を
提
供
す
る
と
共
に
、
パ
ラ
ン
ガ
イ

自
体
の
特
徴
や
そ
の
多
様
性
の
解
明
に
成
果
を
挙
げ
て
き
た
と
言
え

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸
制
度
の
導
入

と
権
限
の
拡
大
の
歴
史
的
過
程
か
焦
点
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
‘

さ
ら
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
対
象
と
し
た
地
域
研
究
に
と

っ
て
、
バ
ラ
ン

長

坂

格

神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
博
士
課
程

ガ
イ
ヘ
の
調
査
研
究
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
と
い
う
点
が

問
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
‘
バ
ラ
ン
ガ
イ
が
形
成
さ
れ
た

歴
史
的
過
程
に
嗜
目
す
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
現
在
の
バ
ラ
ン
ガ
イ

の
諸
制
度
が
、
一
九
五

0
年
代
後
半
の
バ
リ
オ
の
自
治
拡
大
期
に
そ

の
基
礎
が
作
ら
れ
、

一
九
七
二
年
九
月
以
降
の
戒
厳
令
期
に
確
立
し
、

そ
れ
以
降
若
干
の
拡
大
を
伴

っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
過
程
を
、
主
要

法
律
の
内
容
及
び
行
政
学
的
研
究
な
ど
の
二
次
資
料
に
基
づ
き
、
そ

の
背
景
を
交
え
つ
つ
跡
付
け
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
バ
ラ

ン
ガ
イ
の
歴
史
的
形
成
過
程
を
、
国
家
と
地
域
社
会
と
の
動
的
な
過

(4
)
 

程
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸
制
度

バ
ラ

ン
ガ
イ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
最
小
の
地
方
政
府
単
位
で

あ
り
、
諸
制
度
と
そ
の
権
限
に
関
し
て
は
法
律
に
詳
細
な
規
定
が
あ

88 



る
。
本
章
で
は
‘
一

九
九

一
年
に
発
布
施
行
さ
れ
た
地
方
政
府
法

(
R
A
7
1
6
0
)

の
中
の
規
定
よ
り
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
特
徴
を
概
略
す

る
。ま
ず
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
地
方
政
府
の
中
で
占
め
る

位
置
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
図
l
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
在
、

す
べ
て
の
地
方
政
府
の
最
下
位
単
位
は
バ
ラ
ン
ガ
イ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
統
一
的
な
単
位
が
導
入
さ
れ
た
の
は
戒
厳
令
期
に
お
い

て
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
町
や
ほ
と
ん
ど
の
市
の
下
位
区
分
は
バ
リ

オ
で
あ
り
、
下
位
区
分
を
持
た
な
い
市
も
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
一

九
九
五
年
三
月
末
の
時
点

で
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
は
四

一
、
九
二
二
の
バ
ラ
ン
ガ

(
5
)
 

イ
か
あ
る
。

地
方
政
府
法
に
見
ら
れ

る
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
特
徴
と

し
て
、
こ
こ
で
は
以
下
の

五
点
を
挙
げ
て
お
く
。
す

な
わ
ち
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
の

機
能
が
行
政
、
立
法
、
司

法
の
領
域
に
ま
た
が
っ
て

い
る
こ
と
、
バ
ラ
ン
ガ
イ

長

(p
u
n
o
n
g
b
a
r
a
ng
a
y
)
 

に
権
限
か
集
中
し
て
い
る

高度都市化市

(Highly Urbanized City) 

バランガイ

州

(Province) 

I~ 
町市

(Municipality) (Component City) 

I I 
バランガイ バランガイ

現在の地方政府単位間の関係

注記：自治区は省略。

図 l

こ
と
、
中
央
政
府
か
ら
の
歳
入
の
配
分
や
徴
税
の
範
囲
な
ど
財
源
に

関
す
る
明
確
な
規
定
か
存
在
す
る
こ
と
、
全
国
組
織
に
至
る
ま
で
の

連
合
組
織
が
設
囲
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
青
年
会
議
会

(sa
n
g
g
u
n
i
a
n
g
 k
a
b
a
t
a
a
n
)

が
設
置
さ
れ
予
算
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
い
こ

、
7

89 

ま
ず
、
最
初
の

二
点
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
行
政
機
能
を
担

当
す
る
の
は
バ
ラ
ン
ガ
イ
長
（
以
下
便
宜
的
に
村
長
と
記
す
）
と
村

長
の
任
命
に
よ
る
書
記
官
と
財
務
官
で
あ
る
。
村
長
及
び
書
記
官
、

(6
)
 

財
務
官
は
バ
ラ
ン
ガ
イ
を
代
表
し
て
の
各
種
契
約
、
治
安
の
維
持
‘

予
算
案
の
作
成
、
住
民
名
簿
及
び
バ
ラ
ン
ガ
イ
所
有
の
財
産
の
管
理

な
ど
を
主
に
行
う
。

立
法
機
能
を
担
当
す
る
の
は
バ
ラ
ン
ガ
イ
議
会

(sa
n
g
g
uni
a
n
g

b
a
r
a
n
g
a
y
)
と
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会

(b
a
r
a
n
g
a
y
a
s
s
e
m
b
l
y
)

で

あ
る
。
議
会
は
村
長
か
議
長
と
な
り
、
他
に
七
人
の
議
貝
と
パ
ラ
ン

ガ
イ
青
年
会
の
議
長
が
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
条
例
の
制
定
、
予
尊
案

の
条
例
化
、
条
例
違
反
者
へ
罰
金
を
課
す
こ
と
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷

や
自
替
団
の
活
動
へ
の
援
助
な
ど
が
そ
の
主
な
権
限

・
役
割
で
あ
り
、

定
例
議
会
は
月
に
二
度
開
催
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
他
に
特

別
議
会
が
必
要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
る
。
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会
は
‘
村

長
を
議
長
と
し
て
立
法
機
能
を
有
し
て
い
る
点
で
議
会
と
同
様
で
あ

る
が
、
全
住
民
(
-
五
歳
以
上
で
六
ヶ
月
以
上
当
該
バ
ラ
ン
ガ
イ
に

居
住
し
て
い
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
）
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
点
で
異



な
り
、
住
民
の
意
思
表
示
の
た
め
の
制
度
と
い
う
側
面
が
強
い

。
後

述
す
る
よ
う
に
‘
上
下
両
院
が
停
止
さ
れ
て
い
た
戒
厳
令
期
初
期
に

は
‘
こ
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会
が
事
実
上
唯
一
の
国
民
の
意
思
表
示
機

関
で
あ

っ
た
期
間
も
あ
る
が
、
現
在
で
は
こ
う
し
た
機
能
は
な
い
。

条
例
の
改
正
の
た
め
の
発
議
の
他
に
、
議
会
へ
の
条
例
案
の
提
出
、

予
算
の
承
認
な
ど
が
権
限
と
し
て
付
与
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も

年
二
回
開
催
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
議
会
、
総
会
の
議

事
録
は
書
記
官
が
と
る
。

(
7
)
 

司
法
機
能
を
担
当
す
る
の
が
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
で
あ
る
。
法
廷

の
扱
う
係
争
の
範
囲
に
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
あ
る
い
は
五
千
ペ
ソ

以
下
の
罰
金
が
課
さ
れ
る
犯
罪
な
ど
と
い
っ
た
詳
細
な
規
定
が
あ
る

が
、
そ
の
範
囲
内
の
係
争
は
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
を
通
さ
ず
に
市
や
町

の
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

。
係
争
の
手
続
き
は
、
ま
ず

訴
訟
人
が
バ
ラ
ン
ガ
イ
平
和
委
員
会

(!
u
p
o
n
ta
g
a
p
a
m
a
y
a
p
a
)
 

の
委
員
長

(11
村
長
）
に
提
訴
す
る
。
議
長
の
仲
裁

(m
e
di
a
ti
o
n
)

で
被
訴
訟
人
と
の
間
に
和
解
が
成
立
し
な
か

っ
た
場
合
、
平
和
委
員

会

か

ら

三

名

で

構

成

さ

れ

る

調

停

委

員

会

(p
a
n
g
k
a
t
n
g
 

t
a
g
a
p
a
g
k
a
su
n
d
o
)
を
設
置
し
そ
の
調
停

(c
onciliation
)
に
当

(8) 

た
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
は
、
行
政
、
司
法
、
立
法
に
ま
た

が
る
機
能

（そ
れ
ぞ
れ
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
補
完
的

で
あ
る
）
を
担

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
忠
実
に
実
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

住
民
生
活
の
か
な
り
の
部
分
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い

。
バ
ラ
ン
ガ

イ
が
「
住
民
組
織
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
理
由
の

一
端
が

こ
こ

に
あ
る
。
ま
た
、
村
長
が
こ
れ
ら
す
べ
て
の
制
度
の
長
と
な

っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
村
長
に
権
限
が
集
中
し
て
い
る
。

次
に
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
財
源
に
つ
い
て
の
規
定
を
見
る
と
、
バ
ラ
ン

ガ
イ
に
は
若
干
の
徴
税
権
、
証
明
書
類
の
発
行
料
の
徴
収
な
ど
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
財
源
と
し
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
中
央
政

府
か
ら

地
方
政
府
に
配
分
さ
れ
る
国
内
歳
入
配
分

(Int
e
r
n
a
l

R
e
v
e
n
u
e
 A
l
l
o
t
m
e
nt
、
I
R
A
)
の
う
ち
の

二
0
％
と
、
バ
ラ
ン
ガ

イ
内
の
不
動
産
税
の

一
0
%
、
上
位
の
地
方
政
府
か
ら
の
補
助
金
な

ど
で
あ
る
。
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
財
政
は
法
律
改
正
の
度
毎
に
向
上
し
て

お
り
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
単
位
の
諸
活
動
を
行
わ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
人
件
野
の
上
限

率
な
ど
支
出
に
は
い
く
つ
か
の

ル
ー

ル
が
あ
る
。

次
に
全
国
組
織
で
あ
る
か
、
各
町
‘
市
に
は
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
代
表

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
バ
ラ
ン
ガ
イ

リ
ー
グ

(li
g
a
n
g
 m
g
a
 

b
a
r
a
n
g
ay)

が
あ
り
、

村
長
の
互
選
に
よ

っ
て
会
長
を
選
出
し
、

会
長
は
町
議
会
あ
る
い
は
市
議
会
の
議
員
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
る
。

同
様
に
市
あ
る
い
は
町
の
リ
ー
グ
の
会
長
か
ら
州
の
リ
ー
グ
の
会
長

が
選
出
さ
れ
、

州
議
会
の
議
員
を
兼
任
す
る
。
全
国
の

リ
ー
グ
の
会

長
は
州
、
高
度
都
市
化
市

（図
1
参
照
）
、

マ
ニ
ラ
首
都
圏
の
会
長

か
ら
選
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
連
合
組
織
の
存
在
に
よ

っ
て
、
上
位

の
地
方
政
府
の
議
会
に
お
い
て
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
利
害
に
関
す
る
意
見

を
表
明
す
る
可
能
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
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全国パランガイリーグ会長 全国バランガイ青年会連合会長

「代人 代表
議貝兼任 議且兼任 ↑ 

ナト1バランガイリーグ会長 ，州議会（ 州バラ ンガイ青年会連合会長

l代表
議員兼任 議員兼任

i代表
市 • 町バランガイリーグ会長――→市 • 町議会←――市 • 町バラ ンガイ青年会連合会長

代;;;~ 議長

パランガイ長― 9バランガイ総会

祖~:二,r~二~/ガイ議会
l 承認

調倅委貝会 I3 I 自跨団 lヽラ ンガイ議員 I7 I 青年連合
／長

バランガイ青年会議長—~青年会議会

任命＼ 議長

書記官 • 財務官

代表

バランガイの組織図

注記 ：高度都市化市は省略。下線は公選職 (n年連合内での選挙含む）。

図2

最
後
に
青
年
会
で
あ
る
か
、

一
五
歳
以
上
ニ―

歳
以
下
の
バ
ラ
ン

ガ
イ
住
民
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
を
模
倣
し
た
組
織
構

成
と
な

っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
村
長
に
あ
た
る
議
長
、
議
長
の
任

命
に
よ
る
書
記
官
と
財
務
官
、
議
会
に
あ
た
る
青
年
会
議
会

(su
n
g
g
u
n
ian
g
 k
a
b
a
ta
a
n
、
但
し
条
例
制
定
権
は
な
し
）
、
総
会

に
あ
た
る
青
年
連
合

(k
a
tipun
a
n
n
g
 k
a
b
a
ta
a
n
)
の
集
会
、
そ

し
て
リ
ー
グ
に
当
た
る
青
年
会
連
合

(p
e
d
e
re
sy
o
n
n
g
 m
g
a
 

s
a
n
g
g
u
n
ia
n
g
 k
a
b
a
ta
a
n
)
が
あ
る
。
青
年
会
議
長
が
バ
ラ
ン
ガ

イ
議
会
の
正
式
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
連
合
の
会
長
も
そ
れ
ぞ
れ
の
レ

ベ
ル
の
地
方
政
府
議
会
の
議
員
を
兼
任
す
る
。
ま
た
、
バ
ラ
ン
ガ
イ

予
算
の
一

0
％
は
青
年
会
に
与
え
ら
れ
る
の
で
、
財
政
的
な
碁
盤
も

少
額
な
が
ら
持

っ
て
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
‘
図

2
の
よ
う
に
な
る
。
で
は
‘
こ
う
し
た

バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸
制
度
は
ど
の
時
期
に
い
か
な
る
背
景
の
も
と
で
導

入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

91 

バ
リ
オ
の
自
治
拡
大
期

ら
戒
厳
令
ま
で

一
九
五

0
年
代
後
半
か

以
下
の

二
章
で
は
‘

二
つ
の
時
期
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ガ
イ
な
い
し

は
そ
の
前
身
で
あ
る
バ

リ
オ
ヘ
の
政
策
、
そ
の
背
景
、
さ
ら
に
は
そ

れ
ら
の
政
策
が
地
域
社
会
に
持
つ
意
味
を
順
に
検
討
す
る
。
個
々
の

法
令
や
政
策
に
関
し
て
は
年
表
に
そ
の
主
要
な
も
の
を
記
し
て
お



(9
)
 

ヽ
こ
。

L
t
 
一
九
五

0
年
代
前
半
以
前
の
バ
リ
オ
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
み

る
と
、
す
べ
て
の
町
と
い
く
つ
か
の
憲
章
市

(C
h
a
r
t
e
r
e
d
C
i
t
y
)
 

に
は
バ
リ
オ
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
複
数
の
バ
リ
オ
が
集
ま
っ
て
地

区

(di
s
trict
)

を
形
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
区
を
町
の
議
員
が
担

当
し
て
い
た
。
バ
リ
オ
長

(b
a
rrio
li
e
u
t
e
n
a
n
t
)

及
び
バ

リ
オ
議

（
⑩
）
 

会
の
前
身
で
あ
る
村
落
議
会

(r
u
r
a
l
c
o
u
n
c
il
)

の
メ
ン
バ

ー
は‘

地
区
担
当
の

町
の
議
員
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
役
割
は
‘

治
安
の
維
持
な
ど
が
主
で
あ
り
、
議
会
は

「
ペ
ー
パ
ー
組
織
」
と
呼

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

っ
た

[
R
o
m
a
n
i
 e
t
 a
l
 19
5
5
 :
 88ー

9
1

心
a
m
o
r
a
1
9
6
7
 :
 82ー

3]
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、

ロ
マ
ニ

ら
は
‘
町
や
市
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
バ

リ
オ

に
対
す
る
行
政
的
な
期
待
は
低
下
し
、
バ
リ
オ
長
の
存
在
理
由
も
な

く
な

っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
[
R
o
m
a
ni 
e
t
 a
l
 

1
9
5
4
]
。

し
か
し
な
が
ら
一

九
五
五
年
以
降
‘
バ
リ
オ
の
権
限
を
拡
大
し
て

い
く
措
置
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
‘
l

九
五
五
年
‘

ま
ず
共
和
国
法
第
一

四
〇
八
号
に
よ
っ
て
農
村
議
会
に
代
わ
り
新
た

に
バ
リ
オ
議
会

(b
a
rri
o
c
o
u
n
c
i
l)

を
設
置
し
、
バ
リ
オ
長
と
副

バ
リ
オ
長
、
議
員
を
公
選
と
し
た
し
か
し
こ
の
法
律
に
は
、
バ
リ

オ
の
財
源
に
関
す
る
規
定
も
な
く
‘
バ

リ
オ
単
位
の
活
動
の
推
奨
と

い

う

以

上

の

意

味

は

な

か

っ
た

[
M
a
n
g
la
p
u
s
 1
9
5
9
 :
 59
 ;
 

M
a
ri
a
n
o
 1
9
5
9
:
 64
;
 U
m
b
a
c
 1
9
6
7
:
 64
]
。
こ
う
し
た
中
、
バ
リ

オ
ヘ
の
さ
ら
な
る
権
限
付
与
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
五
九
年
、
バ

リ
オ
憲
章

(R
A
2
3
7
0
)

が
制
定
さ
れ
た
。
バ
リ

オ
憲
章
は
、
バ
リ
オ
を
準
公
営
企
業
体
と
し
て
認
定
し
、
バ
リ
オ
議

会
に
条
例
制
定
権
や
若
干
の
徴
税
権
、
財
源
と
し
て
不
動
産
税

一

0
％
の
配
分
を
与
え
、

一
八
歳
以
上
の
住
民
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る

バ
リ
オ
総
会
を
新
た
に
設
置
し
、
バ
リ
オ
役
職
者
選
挙
の
選
挙
権
を

拡
大
し
た
。
バ
リ
オ
憲
章
は
‘

一
九
六
三
年
の
修
正
バ

リ
オ
慾
章
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
副
バ
リ
オ
長
の
廃
止
及
び
バ

リ
オ
議
会
の
構
成

の
変
更
、
バ
リ
オ
長
の
名
称

(lieu
te
n
a
n
t
か
ら

c
a
p
t
a
in
へ
）
の

変
更
、
ボ
ブ
ラ
シ
オ

ン
の
バ
リ
オ
化

（後
述
）
、
境
界
に
関
す
る
規

定
、
ニ
―
歳
以
上
の
住
民
に
よ
る
投
票
の
実
施
手
続
き
の
詳
細
、
住

民
投
票
の
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
バ
リ
オ
総
会
の
権
限
の
明
確
化
、
バ

リ
オ
役
職
者
へ
の
諸
手
当
の
規
定
‘
予
算
条
例
作
成
の
手
続
き
な
ど

が
付
け
加
え
ら
れ
、
現
在
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸
制
度
の
原
型
が
作
ら

れ
る
に
至

っ
た

[
cf
.
 
U
m
b
a
c
 1
9
6
7
:
 6
3ー
6
8
;
 M
a
n
g
la
p
u
s
 1
9
6
7
 

:
 
lllー
5
]

。

で
は
‘
こ
の
よ
う
な
バ
リ
オ
の
権
限
拡
大
は
ど
の
よ
う
な
背
景
の

も
と
で
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
当
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

お
け
る

「
分
権
化
」
と
い
う
動
き
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
統
治
に
そ
の
起
源
を
持
つ
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
制
度
面

で
の
中
央
集
権
主
義
は
‘
ア
メ

リ
カ
統
治
期
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
期

ま
で
保
持
さ
れ
て
き
た
。
大
統
領
に
は
憲
法
で
地
方
政
府
に
対
す
る

一
般
監
督
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
地
方
政
府
は
自
主
財
源
を
は
と
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表 1 バランガイ関連年表

1950. 9 22 バランガイ辿盟の設附 (E0347) めて増員 (PD826)

1955 6 10 バリオ議会設置、議貝公選 (RAJ245) 1976 3 .25 地域議会連合執行委員設詔命令、 13

9 9 RA1245改正 (RA1408) 地域各5人、バランガイ連合及ぴ青

1956. 1 6 PACO設醤 (E0156) 年連合代表含む

1959 6 19 地方n治法 (RA2264) 4 24 地域地方議員連合設沼 (PD925)

1959. 6 20 パリオ憲章 (RA2370) 5 11 1回パランガイ青年会全国大会開催

1963 6 22 修正パリ オ憲章 (RA3590) 9 10 立法諮問議会設間 (PD995)、パラ

1964 I 12 修正パリオ惑章下での初のパリオ選挙 ンガイ代表含まれる

1966. 6 18 不動産税非配分への罰月1J (RA4709) 10.16 国民投票実施

1967 6 17 バリオ役職者への保険 (RA4898) 1977 2 .26 パランガイ青年会年齢制限変更

1967 9 12 分権化法 (RA5185) (PD1002)、18歳から21改ヘ
1972 1 19 パリオ選挙、全国33,661のパリオで 9 . 1 フィリピンパランガイf-f年会全国連
9 23 マルコス大統領戒厳令布告 合惑1;-,'(PD1191)

12 31 全国に市民総会 (citizenassembly) 11. 4 不動廂税、パランガイヘの配分改正

の設置 (PD86) (PDl230) 

1973 1 1 大統領、 10Hから15日までに市民総 11. 7 首都隙パランガイ地域行動隊再編

会による国民投梨を指令 成 ・隊貝の地位強化 (PD1232)

l 5 市民総会をパランガイ総会と名称変 12 17 国民投票実施
更 (PD86A) 1978 4 7 暫定国民会議 (IBP)選挙実施

I 8 パランガイ総会への登鉗命令 (PD210) 5 24 全国バランガイに 2億ペソ即事支給

I 10 全国で市民総会による国民投票始まる 6 . 1 大統領夫人イメルダ ・マルコス居住

I 17 バランガイ連合(katipunanng mga 棗境相任命

barangay)を招択、大統領、 同民投票 6 .11 バランガイ逍路補修法改正 (PD1561)

の報告を受ける ll 7 居住環境相、各市町に11のパランガ

2 21 パランガイの地域問題への参加のた イ行動隊追加設甜

めのガイドライン(PD134) 12 1 パランガイ法廷法 (PDl508)

3 3 バリオ開発基金をナH、市、町から補助 1979 ll 2 大統領、首都にパランガイ法廷設立
で創設(PD144) 命令 （指令:,!}105号）

6 20 パランガイ名簿登録方法(PD210) 1980. 1 30 地方選挙実施(73州、59市、1501町）

6 25 パンパンガでパリオ自衛隊再編成、郷 1981 1 17 大統領、戒厳令を解除

:t: 防衛隊(CHDF)に名称変更 4 7 国民投票実施

6 .26 第2回パランガイ総会召集 1982 5 18 バランガイ選挙実施

6 28 地方政府財政法(PD231) 1983. 2 14 地方政府法発布 (BP337)

7 27 国民投票実施 8 21 アキノ尤上院議員暗殺

9 .19 パランガイ役職者を刑法上の職権者 1984 1 27 国民投票実施
Person in Authorityに(PD299) 5 14 国民議会選挙

1974 4 8 改正政府財政法(PD426) 1986. 2 7 大統領選挙尖施

6. 3 地方財政に関する大統領令(PD477) 2 25 マルコスらハワイヘ脱出(2月革命）

9 5 フィ リピンにおけるすぺてのパリ オ 3 5 アキノ大統領、パランガイ役職者を

をパランガイとする布告 (PD557) 含む現職地方首長等の更迭を承認

9 21 バランガイに内国歳入割当金(IRA) 1987 3 19 居住環境省解体完了

の10%の配分(PD559) 5 11 上下両院選挙実施
1975 2 .27 国民投敷実施 1988. 3 4 パランガイl開発委員会設置 (E0319)

4 15 バランガイi'f年会設匹(PD684) 11 14 パランガイ選挙に開する法 (RA6679)

5 .16 公共道路省パランガイ追路局を設賄 1989 2 13 下院、バラ ンガイ長のパランガイ選

5 25 首都梱1839パラ ンガイでパランガイ 直接投栗を nf決

青年会選挙実施 3 28 バランガイ選挙を実施

6 1 全国42000パランガイでパランガイ 1991 7 21 地方政府法施行 (RA7160)

青年会選挙実施 1992. 5 11 大統領、議会、地方同時選挙実施

II 7 マニラ首都固創設 (PD824) 1994 5 9 パランガイ選挙実施

11 14 地方議会を改称パランガイ代表を含 1997 5 12 パランガイ選挙実施
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ん
ど
も
た
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
主
要
官
吏
任
命
権
も
大
統
領
か
持

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
央
集
権
主
義
は
‘
共
和
国
独
立
以
降
批
判

の
対
象
と
な
る
こ
と
か
多
く
、
例
え
ば
、
町
長
や
州
知
事
に
付
き
添

わ
れ
た
バ
リ
オ
長
が
、
バ
リ
オ
の
農
道
や
橋
、
教
室
な
ど
の
た
め
の

予
算
を
求
め
て
マ
ラ
カ
ニ
ャ
ン
宮
殿
に
行
列
を
つ
く
る
と
い

っ
た
類

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
政
治
家
や
研
究
者
に
よ

っ
て
頻
繁
に
語
ら
れ
て

い

た

[
e
.g
.
 Ma
r
i
a
n
o
 1
9
5
9
 :
 4
2
 ;
 
M
a
n
g
l
a
p
u
s
 1
9
6
4
 :
 2
0
 ;
 

cf
.
 

S
a
m
o
n
t
e
 1
9
6
7
:
 1
2
9
]

。

こ
の
よ
‘
つ
な
状
況
に
お
い
て
、
特
に
マ

グ
サ
イ
サ
イ
政
権
期
以
降
、
地
方
政
府
に
自
治
を
与
え
、
従
来
の
こ

う
し
た
中
央
政
府
依
存
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム
を
変
え
て
い
こ

う
と
い
う
動
き
が
大
統
領
周
辺
及
び
議
会
の

一
部
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
最
高
裁
も
大
統
領
の
一
般
監
督
権
を
縮
小
す
る
よ
う
な
判

(12) 

決
を
出
し
て
い
た
。
当
時
行
わ
れ
た
バ
リ
オ
ヘ
の
権
限
の
付
与
は
‘
(
3
)
 

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
た

一
連
の
分
権
化
政
策
の

中

に

位

置

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

[
Grossholtz 
1
9
6
4
 :
 1
2
8
;
 

G
u
z
m
a
n
 et 
al 
1
9
8
8
:
 2
1
2
-
3
]

。

し
か
し
、
バ
リ
オ
の
当
時
の
権
限
拡
大
に
と

っ
て
よ
り
重
要
な
意

味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
マ
グ
サ
イ
サ
イ
政
権
期
以
降
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ソ
プ
メ
ン
ト

（以
下
、

C
D
)
計
画
で
あ
る
。

マ
グ
サ
イ
サ
イ
は
上
述
し
た
分
権
化
を
推
進
し
た
最
初
の
大
統
領
と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

こ

と

が

多

い

が

[
e
.g
.
 Vi
l
l
a
n
u
e
v
a
 1
9
6
1
 :
 

9
8
]

、
彼
は
当
初
よ
り
地
方
政
府
単
位
の
中
で
も
特
に
バ
リ
オ

(II

(14
)
 

殷
村
部
）
の
開
発
及
び
権
限
の
拡
大
に
力
点
を
置
い
て
い
た
。
C
D

計
画
自
体
は
、
国
連
の

C
D
理
論
の
影
響
と
ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
の

物
質
的
援
助
を
受
け
つ
つ
、
当
時
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
お
け
る
牒
村
部

の
治
安
維
持
や
股
村
の
経
済
状
況
の
向
上
な
ど
を
含
む
い
わ
ゆ
る

(15) 

「
バ
リ
オ
問
題
」
に
対
す
る
様
々
な
取
り
組
み
を
統
合
し
よ
う
と
い

(16
)
 

う
も
の
で
あ

っ
た
。
具
体
的
に
は
、
マ
グ
サ
イ
サ
イ
か

一
九
五
六
年
、

行
政
命
令
第

一
五
六
号
で
、

二
年
前
に
同
じ
く
行
政
命
令
で
設
置
し

た

C
D
計
画
会
議

(
C
D
P
C
)
を
さ
ら
に
強
化
す
る
形
で
大
統
領

C
D
補
佐
局

(P
A
C
D
)
を
設
置
し
、
各
省
庁
の
村
落
開
発
計
画

を
は
ぼ
統
合
す
る
形
で
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
た
の
が
そ

の
実
質
的
な
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
理
念
は
、
バ
リ
オ
住

民
が
自
ら
の
必
要
性
に
基
づ

き
‘
可
能
な
限
り
自
助
努
力
に
よ

っ

て
、
そ
し
て
地
域
資
源
を
生
か
し
て
地
域
開
発
計
画
を
遂
行
す
る

た
め
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た

[
 
B
i
n
a
m
i
r
a
 1
9
6
0
:
 1
7
1
]

。
そ
し
て
そ
う
し
た
理
念
の
も
と
で
、

最
末
端
の
地
方
政
府
単
位
で
あ
る
バ
リ
オ
な
い
し
は
バ
リ
オ
議
会
が

C
D
の
主
要
な
媒
体
と
し
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

[
P
o
l
s
e
n
 

1
9
5
6
 :
 8
]

。

つ
ま
り
、

一
九
五

0
年
代
後
半
以
降
の
バ
リ
オ
の
権
限

の
拡
大
に
は
‘
バ

リ
オ
を

C
D
計
画
の
甚
本
組
織
と
し
て
強
化
し
よ

う
と
い
う

P
A
C
D
を
中
心
と
す
る

C
D
計
画
の
推
進
者
ら
の
多
大

(17
)
 

な
影
押
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
地
域
社
会
に
持
つ
意
味

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
二
点
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い

。

―
つ
は
‘

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
町
の
中
心
地
で
あ
る
ポ
ブ
ラ
シ
オ
ン
が
少
な
く
と
も

94 



法
的
に
は
バ

リ
オ
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で

あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
統
治
に
起
源
を
持
つ
ポ
ブ
ラ
シ
オ
ン
は
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
社
会
で
は
通
常
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
と
プ
ラ
サ
と
呼
ば
れ
る
公

園
、
そ
し
て
町
役
場
、
市
場
な
ど
が
置
か
れ
、
町
の
政
治

・
宗
教

・

経
済
の
中
心
で
あ
り
、
「
村
」
と
い
う
語
感
を
持
つ
周
辺
に
位
置
す

(18
)
 

る
バ
リ
オ
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
修
正
パ
リ
オ

憲
章
は
‘
こ
の
ポ
プ
ラ
シ
オ
ン
を
バ
リ
オ
と
位
開
づ
け
る
こ
と
に
よ

(19
)
 

っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
町
の
は
ぱ
す
べ
て
を
バ
リ
オ
と
い
う
同
じ
単

位
で
分
割
し
た
。

も
う
―
つ
は
‘
マ
グ
サ
イ
サ
イ
以
来
の
こ
う
し
た
一
連
の
措
置
を

経
て
、
バ
リ
オ
と
い
う
単
位
が
政
治
的
に
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
バ
リ
オ
単
位
で
の
地
域
住
民
の
動
貝
が
行
わ
れ
る
機

会
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
バ
リ
オ
憲
章
な
ど
に
よ
っ
て
バ
リ
オ

に
様
々
な
制
度
‘
財
源
か
与
え
ら
れ
、
同
時
に

C
D
計
画
の
焦
点
と

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
最
下
位
の
地
方
政
府
単
位
で
あ
る
バ
リ
オ
は

以
前
よ
り
も
そ
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
活
動
も

(20) 

相
対
的
に
活
発
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
コ
ス
か
戒
厳
令
期

に
バ
リ
オ
を
バ
ラ

ン
ガ
イ
と
改
称
し
、
地
方
政
府
の
中
心
と
す
る
こ

と
に
つ
な
が

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

[W
u
r
f
e
l
 19
8
8
:
 9
1
]

。

四
バ
リ
オ
か
ら
バ
ラ
ン
ガ
イ
ヘ
1

戒
厳
令
期

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、

当
時
の
最
小
地
方
政
府
単
位
で
あ
る
バ

リ
オ
は
徐
々
に
そ
の
権
限
を
付
与
さ
れ
て
き
て
お
り
、
政
治
的
に
も

(21〉

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
マ

ル
コ
ス
は
戒
厳
令
発
令
後
、
バ
リ
オ
を
基
礎
と
し
て
新
た
に
バ
ラ
ン

ガ
イ
と
い
う
地
方
政
府
単
位
を
形
成
し
自
ら
の
政
権
の
甚
盤
と
し
て

＜
 

l
>
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ま
ず
そ
の
具
体
的
政
策
の
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う
。

一
九
七
二
年

九
月
に
フ

ィ
リ
ピ

ン
全
土

に
戒
厳
令
を
布
告
し
た
マ
ル
コ
ス
は
、

一

九
七
三
年
末
で
任
期
切
れ
と
な
る
た
め
、
自
ら
が
政
権
に
留
ま
り
続

け
る
た
め
の
法
的
根
拠
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
解

決
策
と
し
て
考
案
さ
れ
た
の
が
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会
に
よ
る
国
民
投
票

で
あ
っ
た
。
マ
ル
コ
ス
は

一
九
七
二
年
―
二
月
三
一

日
、
大
統
領
令

で
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
土
に
市
民
総
会

(cit
iz
e
n
a
s
s
e
m
b
l
y
)

の
設
置

を
命
じ
た
。
市
民
総
会
は

バ
リ
オ
単
位
に
創
設
す
る
と
さ
れ
た
か
、

バ
リ
オ
を
持
た
な
い
市
の
下
に
は
地
区

(
d
is
tri
c
t
な
い
し
は

w
a
r
d
)

な
ど
を
基
準
に
し
つ
つ
市
民
総
会
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
議

長
は
市
長
の
任
命
で
あ

っ
た
。
翌
年
す
ぐ
に
こ
れ
を
バ
ラ
ン
ガ
イ
総

会
と
呼
び
か
え
、
一
五
歳
以
上
の
全
て
の
国
民
が
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会

に
登
録
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
上
で
、
こ
れ
を
単
位
と
し
て
国
民

投
粟
を
行
っ
た
。
圧
倒
的
な
政
権
支
持
と
い
う
そ
の
結
果
は
、
全
国

バ
ラ
ン
ガ
イ
連
合
会
長
か
ら
大
統
領
に
提
出
さ
れ
て
い
る
[
P
e
r
e
z
 

1
9
7
5
 :
 2
6
8
]

。
えJ
ー
と
て
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会
を
単
位
と
す

る
国
民
投
票
は
一
九
七
六
年
に
は
憲
法
で
規
定
さ
れ
る
に
至
り
‘
戒

厳
令
体
制
を
正
当
化
す
る
手
段
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。

一
九



七
四
年
に
は
バ
ラ

ン
ガ
イ
を
従
来
の
バ
リ
オ
と
置
き
換
え
、
バ
ラ
ン

ガ
イ
に
関
す
る
法
的
規
定
を
整
え
‘

I
R
A
を
バ
ラ
ン
ガ
イ
に
与
え

財
政
を
向
上
さ
せ
た
。
こ
の
後
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
青
年
会
の
導
入
と
そ

の
選
挙
、
地
方
議
会
へ
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
代
表
の
参
加
、
全
国
バ
ラ
ン

ガ
イ
青
年
会
連
合
設
置
‘
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
制
度
導
入
な
ど
、
次
々

と
新
た
な
制
度
を
創
設
し
て
い

っ
た
。
こ
う
し
た
措
置
に
よ

っ
て‘

二
章
で
説
明
し
た
現
在
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸
制
度
か
す
べ
て
確
立
し

た
。
こ
れ
ら
の
制
度
に
関
す
る
規
定
は

一
九
八
三
年
の
旧
地
方
政
府

法
に
明
記
さ
れ
た
。

次
に
‘
こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ガ
イ
ヘ
の
政
策
が
戒
厳
令
体
制
全
体
の

中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
、
公
式
の
説
明
か
ら
見

て
み
よ
う
。

マ
ル
コ
ス
は
戒
厳
令
布
告
の
理
由
を
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

お
け
る
共
産
主
義
者
や
ム
ス
リ
ム
勢
力
の
脅
威
、
学
生
運
動
、
労
働

運
動
の
激
化
な
ど
へ
の
対
処
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
脅
威
を
根
絶
す
る

た
め
の

「新
社
会」

の
建
設
の
必
要
性
に
求
め
た
[R
o
s
e
n
b
e
r
g
 

1
9
7
9
:
 1
7
]
。
「
江和社
i

ム
H

」
の
建
設
の
た
め
に
は
‘
様
々
な
領
域
に
お

け
る
社
会
改
革
か
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ら

の
中
心
テ
ー
マ
の

一
っ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
遍
在
す
る
不
平
等
の
是
正

で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
政
治

・
行
政
改
革
の
領
域
で
は
‘

人
々
を
寡
頭
支
配
層
と
大
部
分
の
無
力
な
大
衆
と
に
二
分
し
て
き
た

「
旧
社
会
」
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
是
正
す
る
た
め
に
‘
誰
も
が
平
等

に
参
加
で
き
る
新
し
い
代
表
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
参
加
民
主
主

義
」
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
参
加
民
主
主

義
」
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
手
始
め
に
行
わ
れ
た
の
か
、
「
バ
ラ

ン
ガ
イ
総
会
」
を
通
じ
た
国
民
投
票
で
あ

っ
た

[
M
a
r
c
o
s
 1
9
7
3
 :
 

6
1ー

6
6
,
1
i
1'J
。

つ
ま
り
、
戒
厳
令
初
期
に
集
中
し
て
行
わ
れ
た
バ

ラ
ン
ガ
イ
の
設
置
と
そ
の
充
実
、
さ
ら
に
は
政
府
機
関
の
関
係
部
局

の
設
置
な
ど
は
‘
マ
ル
コ
ス
の
い
う
ぶ
中
心
か
ら
の
革
命
」
に
よ
る

「新
社
会
」
建
設
の
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
措
置
と
し
て
位
置
づ
け

(23
↑
 

ら
て
い
た
の
で
あ
る

も
ち
ろ
ん
‘
こ
れ
ら
の
政
策
に
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
を
彼
の
個
人
的
な

全
国
規
模
の
政
治
マ
シ
ン
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

地
方
に
土
地
所

有
な
ど
の
形
で
経
済
的
基
盤
を
持
ち
、
事
実
上
の
自
治
を
保
持
し
て

き
た

「
旧
社
会
」
の
地
方
有
力
荏
‘の
政
治
的
基
盤
を
奪
う
と
い
う
政

治
的
な
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
は
さ
は
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い

[
 Wu
r
f
e
l
 
1
9
8
8
:
 1
3
8
-
9
]
。

さ
ら
に
こ
の
国
民
投
票
と
い
う
形
を

と
っ
た

「参
加
民
主
主
義
」
が
、
「
戒
厳
令
体
制
に
正
当
性
を
与
え

る
た
め
に
必
要
な
統
御
さ
れ
た
行
事」

[G
u
z
m
a
n
 e
t
 a
l
 1
9
7
6
b
 :
 

1
3
]

で
あ
り
、

宣
伝
さ
れ
た
も
の
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

函）
0

と
い
う
指
摘
も
枚
挙
に
暇
が
な
し
し
か
し
こ
こ
で
は
、
バ
ラ
ン
ガ

イ
総
会
が
戒
厳
令
体
制
の
正
当
性
を
保
証
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割

を
担

っ
た
が
ゆ
え
に
、
戒
厳
令
初
期
に
集
中
し
て
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸

制
度
の
導
入
や
権
限
強
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い

。

こ
う
し
た
戒
厳
令
体
制
自
体
の
要
請
に
よ
る
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
導
入
、

権
限
拡
大
が
地
域
社
会
に
持
つ
意
味
は
、
前
章
で
扱
っ
た
バ
リ
オ
の

自
治
拡
大
期
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
は
ど
大
き
な
も
の
で
あ

96 



っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
‘
初
め
て
フ
ィ
リ
ピ
ン

全
土
か
バ
ラ
ン
ガ
イ
と
い
う
統

一
的
な
地
方
政
府
の
最
小
単
位
に
よ

っ
て
分
割
さ
れ
た
こ
と
て
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
修
正
バ

リ
オ
憲
序
は
枯
本
的
に
は
町
の
下
杓
単
位
を
バ
リ
オ
と
し
て
統

一
し

た
。
大
統
領
令
第
五
五
七
号
は
さ
ら
に
こ
れ
を
進
め
て
、
従
来
バ
リ

オ
か
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
マ
ニ
ラ
市
を
初
め
‘
修
正
バ
リ
オ
憲
章

の
範
囲
外
て
あ

っ
た
巾
に
も
バ
ラ
ン
ガ
イ
を
設
置
し
、
同
じ
法
律
を

適
用
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
限
要
な
点
は
、
マ
ル
コ
ス
か
か
つ
て
な
い
規
模
で
バ
ラ
ン

ガ
イ
を
平

151
と
し
て
国
民
の
動
以
を
は
か
る
こ
と
で
、
各
地
域
社
会

に
お
い
て
バ
ラ
ン
ガ
イ
か
明
確
な
社
会
的
単
位
と
し
て
認
識
さ
れ
る

機
会
が
数
多
く
作
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
バ
ラ
ン

ガ
イ
総
会
を
通
し
て
の
国
民
投
票
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
連
合
の
強
化
や
バ

ラ
ン
ガ
イ
青
年
会
連
合
の
設
置
‘
バ
ラ
ン
ガ
イ
単
位
で
の
コ
ン
テ
ス

ト
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
実
施
な
ど
の
他
に
も
、
例
え
ば
‘
一
九
七
二

年
の
水
害
に
よ
る
米
不
足
時
の
米
の
配
給
や
、
第
一
次
石
油
危
機
後（打
）

の
ガ
ソ
リ
ン
の
配
給
は
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
お
り

政
府
の
各
種
プ
ラ
グ
ラ
ム
か
バ
ラ
ン
ガ
イ
単
位
で
行
わ
れ
る
こ
と
も

19
l
 

ー

(28) 

多
か

っ
た
。
ま
た
、
予
算
の
増
jJI
や
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
の
設
置
な
ど

に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ガ
イ
制
度
を
活
用
し
て
地
域
社
会
の
問
題
を
処
理
(30) 

し
よ
う
と
す
る
機
会
も
、
全
体
と
し
て
は
増
え
て
き
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
‘
戒
厳
令
期
を
通
じ
て
、
文
化
的
経
済
的
多
様
性
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
フ
ィ
リ
ピ

ン
社
会
に
お
い
て
バ
ラ
ン
ガ
イ
と
い
う

統

一
的
な
制
度
か
設
罹
さ
れ
、
徐
々
に
地
域
社
会
に
お
け
る
―
つ
の

社
会
的
単
位
と
し
て
認
識
さ
れ
る
機
会
か
増
え
、
そ
し
て
そ
の
制
度

か
具
体
的
な
地
域
の
問
題
処
理
の
場
な
ど
に
現
わ
れ
ざ
る
を
得
な
く

な

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

97 

五

総
括
と
展
望

以
上
辿
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
現
在
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
の

諸
制
度
は
‘

一
九
五

0
年
代
後
半
以
降
の
分
権
化
政
策
と

C
D
計
画

の
焦
点
と
な

っ
た
こ
と
に
よ
る
バ
リ
オ
の
自
治
拡
大
政
策
の
中
で
そ

の
基
礎
か
与
え
ら
れ
、
マ
ル
コ
ス
に
よ
っ
て
「
新
社
会
」
建
設
の
た

め
の

一
手
段
と
し
て
位
貯
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
急
速
に
権
限
の
強
化

と
新
制
度
の
杓
入
が
進
展
し
、
確
立
し
た
。
表

2
は
こ
の
よ
う
な
過

程
を
、
バ
リ
オ
及
び
バ
ラ
ン
ガ
イ
に
関
す
る
三
つ
の
主
要
な
法
律

（修
正
バ
リ
オ
惑
年
1

ー
、
旧
地
方
政
府
法
、
新
地
方
政
府
法
）
に
分
け

て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
左
の
二
列
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
章
と
四
章
に

対
応
し
て
い
る
。
一

番
右
の
列
は
二
章
で
説
明
し
た
バ
ラ
ン
ガ
イ
の

現
状
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
ポ
ス
ト
・
マ
ル
コ
ス
期
の
バ

ラ
ン
ガ
イ
ヘ
の
政
策
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
表
か
ら
も
わ

か
る
通
り
、
「
分
権
化
」
を
掲
げ
る
政
権
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
ン
ガ
イ

法
廷
の
扱
う
係
争
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
財
政
状
況
が
改
善
さ
れ
て

い
る
と
い
う
よ
う
に
‘
碁
本
的
に
は
戒
厳
令
期
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸

制
度
を
継
承
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。



パリオ、パランガイヘの制度の導入及び権限の拡大時期

1963 1983 1991 注記

名称 口 ▲ 口 スペイン期より続〈パリオからパランガイヘ。

対象範囲 △ △ 口 1963年にボプランオンを含む。戒厳令期より全国
. ・litに。

財政 ▲ △ △ 1959年に徴税権、小動廂税のIO%等。戒厳令期よ
りIRAの配分イiリ。94年より配分半が倍増。 91
年より蚊低額 (8}; ペソ）Iり1、記（人11100人以上）。

バランガイ議会 △ D D 1959年に条例制定怖。戒厳令期より ,'r年会議長が
メンパーに。

バランガイ総会 ▲ △ ▽ 1959年に引人。戒厳令期初期には国民投梨のlit位
や生活物在の配給りt位となる。

パランガイ法廷 ▲ △ 1978年に＃入。91年に扱う係'{,-の範I/ii拡大。

連合組織 ▲ △ 口 1950年代より組織化。）戌厳令期よ'!I・. 位地）i政府
議貝般任。現在地域 (region)の代よはない。名
称変更あり。

胄年会 ▲ 口 1975年＃人。

役職者手当 ▲ △ △ 1959年悴入。63年議貝に拡大。83年・,'f年会会長に
も手当。 91年最低手当明確化、 i'I贅I、月にも l-当。

表 2

口＝継承 △＝拡大 ▲ =1+. 人 ▽＝縮小
1963年＝修正バリオ芯章 1983年=Ill地）i政府法 1991年＝新地方政府法

最
後
に
‘
こ
の
よ
う
に
一
貫
し
て
諸
制
度
が
導
入

・
拡
大
さ
れ
て

き
た
バ
ラ
ン
ガ
イ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
地
域
社
会
に
持
つ
意
味
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
に
箔
目
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
地
域
社

会
研
究
の
一
視
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い

。
各
章
で
触
れ
た
点
を
ま

と
め
る
と
、
文
化
的
多
様
性
や
経
済
格
差
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
、
徐
々
に
バ
ラ
ン
ガ
イ
と
い
う
画
一
的
な
単
位
に

よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
に
統
一
的
な
地
域
の

問
題
処
理
の
制
度
か
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
‘
一
九
五

0
年
代
後
半

か
ら
の
、
地
域
社
会
の
「
パ
ラ
ン
ガ
イ
化
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
傾
向
か

見
出
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
‘
―
つ
は
‘
バ
リ
オ
の
み
か
ら
ポ
プ
ラ

シ
オ
ン
を
含
ん
だ
は
ほ
す
べ
て
の
町
‘
さ
ら
に
そ
の
他
の
市
と
い
う

よ
う
に
‘
バ
ラ
ン
ガ
イ
相
当
の
地
方
政
府
単
位
が
徐
々
に
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
全
土
を
隅
々
ま
で
毅

っ
て
い
く
と
い
う
適
用
範
囲
の
拡
大
傾
向
、

も
う

―
つ
は
特
に
戒
厳
令
期
以
降
‘
バ
ラ
ン
ガ
イ
と
い
う
単
位
が
認

識
さ
れ
る
機
会
と
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
名
の
下
に
地
域
の
問
題
処
理
が
行

わ
れ
る
機
会
が
増
加
し
て
い
く
傾
向
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
上
か

ら
」
進
め
ら
れ
る
「
バ
ラ
ン
ガ
イ
化
」
は
‘
「
バ
ラ
ン
ガ
イ
化
」
さ

れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の
側
か
ら
す
る
と
、
既
存
の
社
会

・
政

治

・
経
済

・
文
化
的
条
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
バ
ラ
ン
ガ
イ
と
い
う

制
度
を
運
用
し
て
い
く
「
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
地
域
化
」
と
い
う
過
程
と

な
る
。
具
体
的
に
は
‘
従
来
、
パ
ト
ロ

ン
ー
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係

や
親
族
関
係
‘
近
隣
組
織
、
バ
リ
オ
、
さ
ら
に
は
古
老
の
話
し
合
い

な
ど
の
中
で
諸
問
題
を
処
理
し
て
き
た
各
地
域
社
会
が
、
統
一
的
な
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バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸
制
度
を
地
域
の
実
情
に
即
し
て
運
用
し
て
い
く
過

程
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
バ
リ

オ
の
諸
制
度
を
基
本
と
し
た
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
諸
制
度
の
各
地
域
社
会

へ
の
導
入
の
歴
史
的
過
程
は
‘
「
バ
ラ
ン
ガ
イ
化
」
と
「
バ
ラ
ン
ガ

イ
の
地
域
化
」
と
い
う
、
国
家
と
地
域
社
会
と
の
動
的
な
過
程
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
の
下
で
、
バ
ラ
ン
ガ
イ

と
い
う
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
画

一
的
な
制
度
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
国
家

と
地
域
社
会
と
の
多
様
な
関
わ
り
方
と
い
う
、
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
と
比
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
問

題
領
域
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
フ
ィ
リ
ピ
ン

(32
~） 

の
地
域
社
会
研
究
の

―
つ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

註
(l
)

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
社
会
学
的
研
究
は
‘
大
坪
ら
の
継
続
的
な

パ
ラ
ン
ガ
イ
調
査
な
ど
、
主
な
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
て
も

[大

坪
•
池
田
一

九
九
O
;
大
坪
•
高
橋
一
九
九
五

i
中
川

一
九
八

0
]
等
多
数
の
も
の
が
あ
る
。

(2
)

例
え
ば
[
中
田

l

九
九
七

r

(3
)

本
稲
で
い
う
戒
厳
令
期
と
は
‘
戒
厳
令
が
布
告
さ
れ
た

一
九
七
二
年

九
月
ニ
―

日
か
ら
マ
ル
コ
ス
政
権
が
崩
壊
し
た

一
九
八
六
年
二
月
二
li

日
ま
で
を
い
う
こ
と
に
す
る
。

(4
)

こ
れ
ま
で
の
現
地
聞
き
取
り
調
査
‘
及
び
文
献
査
料
収
梨
は
、

文
部

省
科
学
研
究
代
補
助
金
に
よ
る
国
際
学
術
研
究
「
住
民
組
織
の
比
較
研

究
」
（
課
題
番
号
0
7
0
4
1
0
1
7

‘
研
究
代
表
者
i

中
田
頁
名
古
屋
大
学
教

授
[
当
時
]
)
の
二
塚
と
し
て
藤
井
勝
助
教
授
ヽ
中
野
仲

ご
氏

(以

上
神
戸
大
学
）
と
共
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ケ
ソ
ン
市
と
ラ
ワ
ッ
グ
市
で
一

几
九
五
年

一
0
月
、
一
九
九
七
年
八
月
に
そ
れ
ぞ
れ
二
週
間
行
っ
た
。

新
た
な
研
究
領
域
に
＃
い
て
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
と
‘
耳
稿
に
皿
只
重
な

コ
メ
ン
ト
を
下
さ

っ
た
合
田
活
教
授
、
北
原
淳
教
授
、
藤
井
勝
助
教
授

（以
上
神
い
大
学
）
‘
鈴
木
伸
隆
氏

（筑
波
大
学
）
、
川
中
萩
氏

（ア
ジ

ア
経
済
研
究
所
）
に
謝
慈
を
表
し
た
い

。

(
5
)

一
応
の

H
安
と
し
て
全
人
日
を
こ
の
数
字
で
割
る
と
一
パ
ラ
ン
ガ
イ

当
た
り
の
平
均
人
口
は

一
‘
四
四
七
人
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
中
に
‘

人

11
0
人
の
パ
ラ

ン
ガ
イ
か

h
四
あ
り
、

ま
た
、
人
口
五
万
人
以
上
の

パ
ラ
ン
ガ
イ
か

一
三
含
ま
れ
る
こ
と
は
注
慈
を
要
す
る
。
最
大
人
口
を

持
つ
の
は
‘
カ
ロ
オ
カ
ン
市
の
バ
ラ
ン
ガ
イ

一
七
六
で
あ
り
‘

1
0
四‘

四
四
三
人
で
あ
る

（人
口
は
す
べ
て

一
九
九

0
年
)
[
Ortiz 1
9
9
6
:
 

)
 8
-
1
0
]

。

(6
)

こ
れ
は
パ
ラ
ン
ガ
イ
が
地
力
政
府
法
に
お
い
て
公
噛
企
業
体

(m
u
n
i
c
i
p
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
バ
ラ

ン
ガ
イ
は
‘
一
九
五
九
年
に
そ
の
前
身
の
バ
リ
オ
が
準
公
営
企
業
体
と

さ
れ
、
一

九
七
三
年
惑
法
に
よ
っ
て
公
党
企
業
体
と
し
て
位
笠
付
け
ら

れ
た
[
Ortiz 1
9
9
6
 :
 2
]

。
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
地
方
政
府
単
位
の

二
重
機
能
及
び
公
営
企
業
体
の
概
念
に
つ
い
て
は
[
d
e
 G
u
z
m
a
n
 et 

al 
1
9
8
8
 :
 2
0
7
 ;
 平

石

一

九

九

三

―

I

O
J
参
照
。

(
7
)

消
水
は

k
a
t
a
r
u
n
g
a
n
p
a
m
b
a
r
a
n
g
a
y
 (law)
を、

「
バ
ラ
ン
ガ
イ

正
義
法
」
と
し
て
い
る
が
[
清
水

L
九
九
五
「
こ
こ
で
は
特
に
司
法

機
能
を
強
調
し
た
訳
語
を
つ
け
た
。
但
し
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
は
厳
密
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に
い
え
ば
裁
判
所

(
r
e
g
ul
a
r
c
o
u
r
t
 o
f
 j
u
sti
ce)

で
は
な
く
‘
係
争

が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
前
に
迅
速
に
廉
価
で
解
決
す
る
た
め
の
制

度
で
あ
る
[
V
ill
a
ri
n
 19
9
5
 :
 2] 

(
8
)

但
し
、
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
の
導
入
期
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
調
停
委
貝

会
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
は
と
ん
ど
が
村
長
の
仲
裁
に
よ

っ

て
和
解
に
も
ち
こ
ま
れ
て
い
た
と
い
う
[
M
oja
re
s
 
1
9
8
5
 :
 92
'
3
]
。

現
在
の
都
市
部
で
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
の
予
備
調
査
報
告
と
し
て
は

面
井
他
一
九
九
六
]
を
参
照
。

(9
)

年
表
の
作
成
は
、

『
ア
ジ
ア
動
向
年
報
』（
該
当
年
）
‘
[
A
lb
e
le
z
 e
t
 

a
l. 
1
9
9
5
;
 Vill
a
s
e
n
o
r
 et 
a
l. 
1
9
8
2
;
 O
re
n
d
a
in 1977

]~ 

ぴ
皿
〖

連
法
令
な
ど
を
利
用
し
た
。
ま
た
、
二
章
と
三
章
の
具
体
的
政
策
の
記

述
は
、
特
に
明
記
し
な
い
限
り
こ
れ
ら
の
文
献
に
基
づ
い
て
い
る
。
尚‘

年
表
中
の
略
語
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
本
文
中
も
同
じ
）
。
E
O

(E
x
e
c
u
tiv
e
 O
r
d
e
r
)
 1
1

行
政
命
令

R
A

(R
e
p
u
b
l
i
c
 
A
c
t
)
 
1
1
 

共
和
国
法

P
D

(P
re
s
id
e
n
ti
a
l
 D
e
c
re
e
)
 1
1

大
統
領
令

B
P

(B
a
ta
s
 P
a
m
b
a
n
sa) 
1
1

国
民
議
会
法
。

(10)

一
九
三
一
年
導
入
（
法
令
第
三
八
六
一
号
）
。

(11
)

こ
の
法
律
に
よ
る
選
挙
で
は
、
世
帯
主
の
み
に
選
挙
権
と
被
選
挙
権

が
あ
っ
た
。
ま
た
同
法
以
前
に
も
、
結
果
的
に
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
共
和
国
法
第
―
二
四
五
号
が
パ
リ
オ
議
会
の
設
置
を
規
定
し

て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
法
律
の
差
異
と
、
議
会
に
お
け
る
決
定
過
程
に

つ
い
て
は
[
Z
a
m
o
r
a
 19
6
7
 :
 85ー

9]

参
照
。

(12
)

独
立
以
前
か
ら
の
地
方
政
府
に
対
す
る
大
統
領
の
権
限
に
関
す
る
最

高
裁
判
決
の
変
化
に
つ
い
て
は
[
C
o
rtes 
19
6
6
:
 
1
4
1
-
1
5
4
]

を
参
照
。

(13)

バ
リ
オ
以
外
の
地
方
政
府
単
位
へ
の
分
権
化
政
策
の
主
要
な
法
律
と

し
て
は
｀
一
九
五
九
年
の
地
方
自
治
法

(L
o
c
a
l
A
u
to
n
o
m
y
 A
c
t,
 

R
A
2
2
6
4
)

や、

l

九
六
七
年
の
分
権
化
法

(D
e
c
e
n
t
r
a
li
z
a
t
i
o
n

A
c
t
,
 R
A
5
1
58)

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
ピ
リ
ャ
ヌ
エ
パ
は
当
時
の
分

権
化
の
推
進
力
と
し
て
、
マ
グ
サ
イ
サ
イ
に
よ
る
五
三
年
の
地
方
自
治

拡
大
の
雰
囲
気
を
作

っ
た
大
統
領
選
挙
運
動
、
全
国
知
事

・
市
町
長
連

合
の
自
治
拡
大
要
求
、
分
権
化
に
栢
極
的
に
取
り
組
む
若
手
政
治
家
の

出
現
、
農
村
開
発
を
中
心
活
動
と
し
た
市
民
運
動
の
展
開
、
地
方
自
治

に
関
す
る
最
高
裁
判
決
の
影
押
、
後
述
す
る

P
A
C
D
な
ど
の
政
府
機

関
の
活
動
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
[
V
ill
a
n
u
e
v
a
 
1
9
6
1: 6
6
-
9
0]
。
そ

う
し
た
当
時
の
雰
囲
気
は

「
は
と
ん
ど
の
議
員
は
選
挙
の
際
の
政
治
的

報
復
を
恐
れ
て
[
地
方
自
治
]
法
案
に
強

v
反
対
す
る
こ
と
を
抑
制
し

て
い
た
よ
う
だ
」
[
M
a
ri
a
n
o
 1
9
5
7
:
 
3
7
7
]

と
い
う
記
述
に
端
的
に

表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
下
院
議
員
の
バ
リ
オ
の
権
限
拡
大
に
関

す

る

微

妙

な

見

方

に

つ

い

て

は

[
Vill
a
n
u
e
v
a
 
1
9
6
8
 
(1
9
5
9
)
:
 

2
0
7
-
2
3
2
]

を
参
照
。

(14
)

例
え
ば
一
九
五
五
年
の
国
政
報
告
の
四

0
％
は
農
村
部
の
再
興
に
当

て
ら
れ
て
い
た
[
A
b
u
e
v
a
 
1
9
5
9
 :
 57
]
。
ま
た
マ
グ
サ
イ
サ
イ
が
大

統
領
に
就
任
し
た
翌
年
の
一
九
五
四
年
よ
り
パ
リ
オ
の
創
設
が
急
激
に

増
加
し
た
こ
と
も
、
彼
の
パ
リ
オ
重
視
の
姿
勢
の
現
れ
と
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
る

[M
a
r
i
a
n
o
 1
9
5
7
:
 3
6
7
]
 

(15)

具
体
的
に
は
、
政
府
機
関
で
は
パ
リ
オ
の
下
位
単
位
で
あ
る
プ
ロ
ク

(p
u
r
o
k
)
を
単
位
と
す
る
公
教
育
局
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
校
計
画
、

地
域
農
業
局
の

4
H
ク
ラ
プ
、
女
性
農
村
向
上
ク
ラ
プ
、
社
会
福
祉
庁

の
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
民
間
で
は
、
自
由
選
挙
の
た
め
の
国
民
運
動

(N
M
F
R
E
L
)、
フ
ィ
リ
ビ
ン
牒
村
再
興
運
動

(P
R
R
M
)
な
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ど
の
活
動
が
そ
の
主
な
も
の
て
あ
る
[
A
b
u
e
v
a
 1
9
5
9
:
 6
7
-
1
5
0
]
。

ま
た
‘
了
几
J
i
0
年
代
前
後
の
農
業
問
題
と
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

は

[谷
川
他

i

几
七
七
]
参
昭
⑫

(16
)

フ
ィ
リ
ピ
ン
C

D

計
IWJ
の
国
辿
及
び
諸
外
国
の
事
例
か
ら
の
影
押
に

つ
い
て
は

[A
q
u
i
n
o
 1
9
6
6
:
 1
8
5
-
7
]
、
比
米
圃
政
府
の

f
笠
額
に
つ

い
て
は

[C
O
D
 e
t
 
a
l
 
1
9
6
4
 :
 46
7
]

を
参
照
c

ま
た
‘

C

D

計
両
の

＃
人
経
緯
及
ひ
そ
の
背
屈
に

つ
い
て
は
[
A
b
u
e
v
a
 1
9
5
9
]

に
詳
し
い
c

(17
)

例
え
ば

一
几

h
I
L
年
の
バ
リ
オ
議
会
選
挙
尊
入
に
閲
す
る
提
案

[
 Vi
l
l
a
n
u
e
v
a
 
1
9
6
1
:
 1
6
9
-
7
 0
]
、
パ
リ
オ
惑
音
＋
の
"Ht
案
作
成
へ

の
協

カ

[A
b
u
e
v
a
 1
9
5
9
:
 4
1
5
]
、
さ
ら
に
は
町
‘
州
、
地
域
レ
ベ
ル
の
バ

リ
オ
議
員
連
合
の
組
織
化

[A
q
u
i
n
o
 1
9
6
6
:
 18
9
]

な
ど
。

(18)

こ
う
し
た
ポ
プ
ラ
ン
オ
ン
ー
バ
リ
オ
の
中
心
ー
周
辺
と
い
う
二
分
法

に
つ
い

て
は

[P
e
r
t
i
e
r
r
a
 
1
9
8
8
:
 7
0
'
3
]

に
‘
ハ
ー
ト
の
占
典
的
な

議
論
の
簡
潔
な
要
約
か
あ
る
。

(19)

よ
り
正
確
に
は

一
几
六
―
一
年

―
二
月
二
二

II
ま
で
に
パ

リ
オ
と
し
て

組
織
化
さ
れ
た
ポ
プ
ラ
シ
オ
ン
。

(20
)

111
し、

当
時
の
ハ
リ
オ
の
竹
限
の
拡
大
か
尖
際
の
パ
リ
オ
の
活
動
に

と
の
よ
う
な
影
響
を
及
ば
し
た
か
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
報
化
か
少
な

く
な
い
[e
.
g
.
 S
a
m
o
n
t
e
 1
9
6
7
 :
 13
7
]
。
特
に
バ
リ
オ
の
財
源
に

つ

い
て
は
、
不
動
産
税
自
体
の
問
題
点
‘
配
分
の
不
骰
底
‘
徴
税
権
が

11

効
に
活
川
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
記
述
が
目
立
つ
〔
e
.
g
.
M
a
r
i
a
n
o
 

1
9
6
9
:
 
4
6
4
;
 T
i
a
z
o
n
 1
9
6
8
:
 1
2
;
 Z
a
m
o
r
a
 1
9
6
7
:
 9
4
]
。
止
吋
に
ぷ
'MJ

廂
税
の
配
分
に
閲
し
て
は
‘
六
六
年
に
バ
リ
オ
ヘ
の
不
動
朋
税
の
非
配

分
の
罰
則
が
制
定
さ
れ
た

(
R
A
4
7
0
9
)

こ
と
か
ら
も
そ
の
配
分
の
不

骰
底
か
窺
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
バ
リ
オ
単
位
の
活
動
は
、

C

D

計
画

の
中
で
、
特
に
そ
の
交
付
金

(g
r
a
n
t
-
i
n
,
 ai
d
)

制
度
に
お
い
て
盛
ん

て
あ

っ
た
。
例
え
ば
バ
リ
オ
憲
章
施
行
匝
後
の
調
査
で
は
‘

P

A

C

D

な
ど
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
が
い
る
バ
リ
オ
は
‘
そ
の
他
の
バ
リ
オ

と
比

ベ
パ

リ
オ
の
活
動
が
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る

[
 Al
l
r
e
d
 
1
9
6
2
]
。
さ
ら
に
、
交
付
金
制
度
は
‘
バ
リ
オ
道
な
ど
の
建

設
に
関
わ
る
諸
経

tf
の
半
額
を
バ
リ
オ
か
労
働
力
な
ど
の
形
で
負
担
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
パ
リ
オ
道
や
水
路
な
ど
に
対
し
て

一
九
六

Ji
年
ま
で
に
4
J
j
件
以
上
の
交
付
金
計
画
が
承
認
さ
れ
て
お
り

[
 Aq
u
i
n
o
 
1
9
6
6
:
 1
9
3
]
‘
こ
の
時
期
、

P

A

C

D

に
よ
っ
て
バ
リ
オ

ijt
位
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
徐
々
に
投
透
し
て
い

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(21
)

戒
厳
令
以
前
の
マ
ル
コ
ス
政
権
下
に
お
い
て
も

(-
九
六
九
年
）
、

全
国
の
バ
リ
オ
に

一
律
二

f
ペ
ソ
の
支
給
か
行
わ
れ
た
こ
と
は
‘
そ
の

慈
図
は
別
に
し
て
も
、
彼
の
パ
リ
オ
屯
祝
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る

[
 Ab
l
e
t
e
z
 1
9
6
9
]
。

(22)

こ
う
し
た
「
参
加
民
主
主
義
」
は
‘
バ
ラ
ン
ガ
イ
と
い
う
先
ス
ペ
イ

ン
期
の
ダ
ト
と
呼
ば
れ
る
チ
LI
長
に
平
い
ら
れ
た
社
会
集
団
を
指
す
タ
カ

ロ
グ
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
‘
植
民
地
化
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
る

以
前
の
土
溶
の
民
主
主
義
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
‘
パ
ラ
ン
ガ

イ
と
い
う
単
語
自
体
も
国
民
統
合
の
シ

ン
ポ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
た

（『
ア
ジ
ア
動
向
年
報
』
一

九
七
四
年
収
録
の
演
説
を
参
照
）。

(23
)

こ
の
こ
と
は
‘
パ
ラ
ン
ガ
イ
ヘ
の
権
限
付
与
な
ど
か
当
初
か
ら

「新

社
会
」
建
設
の
た
め
の
主
要
な
政
策
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
紅
味
し
な
い
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
‘
市
民
総
会
の
設
附

は
自
ら
の
任
期
切
れ
の
危
機
か
ら

「
合
法
的
し
に
抜
け
出
す
た
め
の
手

段
で
あ

っ
た
上
、
市
民
総
会
を
す
ぐ
に
バ
ラ
ン
ガ
イ
総
会
と
呼
ぴ
か
え
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た
り
し
た

こ
と
や
‘

一
九
七
四
年
に
パ
リ
オ
と
の
混
乱
か
指
摘
さ
れ
て

か
ら
大
統
領
令
で
バ

リ
オ
を
パ
ラ
ン
ガ
イ
と
す
る
と
宣
言
し
た
り
し
た

こ
と
な
ど
は
‘
戒
厳
令
体
制
に
お
け
る
パ
ラ
ン
ガ
イ
ヘ
の
取
り
組
み
が
、

多
分
に
場
当
た
り
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
‘

「
新
社
会
」
建
設
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
戒
厳
令
以
前

の
マ
ル
コ
ス
の
著
書
に
は
、
当
然
な
が
ら
パ
ラ
ン
ガ
イ
と
い
う
言
菓
は

出
て
こ
な
い
[
M
a
r
c
o
s
 1
9
7
1
]
。

(24
)

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
地
方
有
力
者
陪
な
い
し
は
媒
頭
支
配
府
の
歴

史
的
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
[
川
中
一
九
九
七
i

一
O
五
八
]
を
参
照
o

(25
)

パ
ラ
ン
ガ
イ
総
会
を
単
位
と
す
る
国
民
投
票
の
成
功
と
現
政
権
へ
の

パ
ラ
ン
ガ
イ
に
よ
る
圧
倒
的
支
持
を
宜
伝
し
た
も
の
と
し
て
は

[
 N
M
P
C
 1
9
7
3
;
 
P
e
re
z
 
1
9
7
5
]

を
参
照
。
ま
た
、
常
に
約
几
割
の

票
が
政
権
支
持
と
な
っ
た
国
民
投
票
の
実
態
に
関
す
る
記
述

(
U
頭
で

の
衆
人
環
視
の
中
で
の
投
票
、
地
方
有
力
者
へ
の
割
当
て
、
政
権
に
右

利
な
票
を
ど
れ
だ
け
媒
め
る
か
に
よ

っ
て
地
方
の
忠
誠
度
が
競
わ
れ
て

い
た
な
ど
）

は

[
G
u
z
m
a
n
 e
t
 
al 
1
9
7
6
a
;
 A
b
u
e
v
a
 
1
9
7
9
:
 3
8
;
 

W
u
r
fe
l
 1
9
8
8
:
 11
8
;
 
B
r
i
l
l
a
n
t
e
s
 
1
9
8
8
:
 12
5
;
 
C
u
ll
i
n
a
n
e
 1
9
9
4
:
 

1
7
9
]

な
ど
多
数
の
も
の
が
あ
る
。
中
で
も
グ
ス
マ
ン
ら
の
調
査
は
‘

七
五
年
の
国
民
投
票
の
実
態
に
つ
い
て
の
情
報
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。

(26
)

よ
り
正
確
に
は
‘
一
九
六
三
年
六
月
二
二
日
以
前
に
創
設
さ
れ
て
い

れ
ば
‘
市
に
お
い
て
も
パ
リ
オ
が
法
的
な
地
方
政
府
単
位
と
な
っ
て
い

た

[
A
r
u
e
g
o
 1
9
6
8
 :
 18
7
]
。

(27
)

地
方
政
府

C
D
省
大
臣
ロ
ニ
ョ
に
よ
れ
ば
、

一
九
七
三
年
に
は
約
八

五
万
の
燃
料
配
給
ク
ー
ボ
ン
が
｀
さ
ら
に
は
二
三

の
市
と
町
に
三
八
〇

万
キ
ロ
の
米
が
バ
ラ
ン
ガ
イ
を
通
じ
て
配
給
さ
れ
た
と
い
う

[R

g
o

1
9
7
4
 "
 29
2
]
。

(28
)

政
府
主
祁
の
主
な
パ
ラ
ン
ガ
イ
単
位
の
組
織
と
し
て
、
牒
地
改
革
関

連
の
小
股
組
合

（S
a
m
a
h
a
n
N
a
y
o
n
,
 1
9
7
3
)

や
牒
地
改
革
受
益
者

組
合

(A
R
B
A
,
1
9
7
9
)

な
ど
が
あ

っ
た
。
ま
た
‘
パ
ラ
ン
ガ
イ
を
単

位
と
し
た
各
省
庁
の
計
画
と
し
て
は
‘
迫
路
開
発
計
画

(B
R
D
P
,

1
9
7
5)
、

水

道

計

画

(B
W
P
)
、

行

動

隊

閲

発

計

両

(
B
R
D
P
,

1
9
7
9
)
、
生
活
改
善
運
動

(K
K
K
,
1
9
8
1
)

な
ど
が
あ

っ
た
。
ま
た
‘

地
方
政
府
省
と
豊
富
な
予
算
を
与
え
ら
れ
て
い
た
大
統
領
夫
人
が
大
臣

を
務
め
る
居
住
環
境
省
の
も
と
で
の
行
動
隊
開
発
計
画
は
、

バ
ラ
ン
ガ

イ
に
お
け
る
行
動
隊
を

一
七

（ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
‘
災
害
、
女
性
‘
治
安
‘

若
者
、
司
法
、
水
道
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
‘
経
済
‘
住
居
、
医
療
‘

教
育
、
家
内
工
業
、

ス
ボ
ー
ツ
‘
環
境
‘
交
通
）
に
分
類
し
、
バ
ラ
ン

ガ
イ
を
通
じ
た
下
か
ら
の
社
会
改
革
と
い
う
マ
ル
コ
ス
の
主
張
を
体
現

す
る
も
の
で
あ

っ
た

[
A
y
s
o
n
 
&
 A
b
l
e
t
e
z
 
1
9
8
5
 "
 17
9
-
2
3
3
]
。
ま

た
地
方
政
府
レ
ベ
ル
で
の
パ
ラ
ン
ガ
イ
強
化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は

[
 
C
l
a
r
a
v
a
l
l
 
1
9
8
4
]

が
ラ
ワ
ッ
グ
市
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

(29
)

バ
ラ
ン

ガ
イ
自
体
の
財
源
の
充
実
と
は
別
に
‘
例
え
ば

一
九
七
八
年

に
は
五
億
ペ
ソ
以
上
が
約
四
万
の
バ
ラ
ン
ガ
イ
の
開
発
の
予
算
と
し
て

組
ま
れ
て

い
る

[A
b
le
t
e
z
 
1
9
8
2
:
 21
]
。

(30
)

一
九
七
八
年
導
入
の
パ
ラ
ン
ガ
イ
法
廷
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
る
と
‘

八

0
年

一
月
か
ら
八
二
年
―
二
月
ま
で
に
、
全
国
で

一
七
九
、

三
九
八

件
の
係
争
が
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
う
ち
和
解
が
成
立
し
た
の
は

一
五
六
‘
五
二
七
件
で
あ

っ
た
と
い
う

[A
y
s
o
n
 &
 A
b
le
t
e
z
 
1
9
8
5
 

ら
M
]
。
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